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自動車車庫（機械式立体駐車場）の屋根における国土交通大臣認定仕様不適合に関するお知らせ 

 

この度、弊社が供給した自動車車庫（機械式駐車場)の屋根（耐火構造）の仕様が、国土交通大臣認定に適合 

しない仕様となっている物件が 144 物件（※別紙参照）あることを、国土交通省へ報告いたしました。 

現在、安全性確認のための試験を計画しており、対象物件のお客様に対しましては、ダイレクトメール、電話 

もしくは訪問等によって直接ご連絡の上、改めて対応を報告させていただきます。 

今回、お客様をはじめ関係者の皆様にご迷惑とご心配をお掛けしますこと、深くお詫び申し上げます。 

 

1.不適合内容 

自動車車庫（機械式立体駐車場）の屋根において、以下の項目が不適合となっております。 

①タイトフレーム（折板屋根と梁（母屋）をつなぐ部材）の厚さが認定では 3.2 ㎜以上に対して 2.3 ㎜を 

使用 

②タイトフレームの固定方法が、認定では溶接固定であるがビスにより固定 

③折板屋根の重ね部の締結が、認定では 900 ㎜ピッチ以下のところ、それを超える間隔で設置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.今後の対応 

対象となるお客さまには、個別にご連絡させていただきます。 

その上で、事態と今後の対応につきましてご説明させていただきます。 

今後の対応につきまして、国土交通省、特定行政庁等のご指導の下、必要な是正処置を進めてまいります。 

 

3.お問い合わせ窓口 

お問い合わせにつきましては、弊社パーキング技術部へご連絡ください。 

058-271-6673（9：00～17：00 土日、祝休日を除く） 

 

以上 
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